
    
 

奈良県の建設工事等入札契約制度についての調査（アンケート）     平素は本県行政の推進に御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 奈良県における入札契約制度について、奈良県内に本店又は契約締結権限のある営業所を有する競争入札参加資格有資格業者の方から幅広く意見を伺うための調査（以下「アンケート」といいます。）を実施しますので、ご回答いただきますようお願いします。 ご回答いただいた内容については、入札契約制度における現状の把握・分析、資料作成等に使用するものであり、それ以外の目的では使用いたしません。また、企業や個人を特定することはありません。   アンケート実施期間：令和７年１１月１２日～１２月１１日  設問数：５４問  アンケートは、奈良スーパーアプリ（下記 QR コードからアクセス可能）で回答いただくか、別紙に記入のうえ、奈良県内の各土木事務所の窓口にご提出ください。また、アンケートの内容にご質問等がある場合は、下記担当所属までご連絡ください。 ご多忙の折とは存じますが、何卒ご協力のほどお願い申し上げます。    【問１～６、９～２７に関するお問い合わせ】 県土マネジメント部 建設産業課 TEL：0742-27-7425（直通）   【問７～８、２８～５４に関するお問い合わせ】  県土マネジメント部 技術管理課  TEL:0742-27-7608（直通） 
電子回答の場合はこちら 
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【注意事項】 ※アンケート回答の基準日は、回答日時点としてください。 ※アンケートの回答区分は、以下のとおりです。 【建設工事・委託業務】の標記がある設問は、全ての事業者全ての事業者全ての事業者全ての事業者が対象。 【建設工事】の標記がある設問は、建設工事建設工事建設工事建設工事の全の全の全の全事業者事業者事業者事業者が対象。  【建設工事①】の標記がある設問は、「土木一式」「土木一式」「土木一式」「土木一式」で格付Ａ１、Ａ、ＢＡ１、Ａ、ＢＡ１、Ａ、ＢＡ１、Ａ、Ｂの事業者のみ。  【建設工事②】の標記がある設問は、「舗装」「舗装」「舗装」「舗装」で格付Ａ、ＢＡ、ＢＡ、ＢＡ、Ｂの事業者のみ。  【建設工事③】の標記がある設問は、「建築一式建築一式建築一式建築一式」で格付ＡＡＡＡの事業者および問３問３問３問３のののの    ①建設工事①建設工事①建設工事①建設工事ででででその他その他その他その他の業種を選択された事業者が対象。  複数の回答区分に該当する場合は、建設工事①→②→③の順に優先した観点から回答 してください。 ※設問に複数選択可の記載がない場合、いずれか１つを選択してください。  １．１．１．１． 貴社貴社貴社貴社についてお答えください。についてお答えください。についてお答えください。についてお答えください。    【建設工事・委託業務】 問１．事業者区分について教えてください。 □県内本店（奈良県内に本店がある場合）  □県内営業所（奈良県内に本店はないが、契約締結権限を委任している 営業所がある場合）     【建設工事・委託業務】 問２．問１で回答いただいた本店又は営業所は、どの土木事務所管内に所在しますか。  □奈良土木事務所          □郡山土木事務所  □高田土木事務所  □中和土木事務所  □宇陀土木事務所  □吉野土木事務所  □五條土木事務所   【建設工事・委託業務】 問３．競争入札参加資格及び格付を教えてください（複数選択可）  ①建設工事   □土木一式（Ａ１・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・県内営業所）いずれかに○を付けてください  □建築一式（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・県内営業所）いずれかに○を付けてください □舗装（Ａ・Ｂ・Ｃ・県内営業所）いずれかに○を付けてください 
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□その他（                ）※業種名を記入してください。  ②建設工事関連の委託   □建設コンサルタント  □測量（Ａ１・Ａ・Ｂ・県内営業所）いずれかに○を付けてください □地質調査  □建築設計   □補償コンサルタント □その他（※具体の業種記述は不要）  【建設工事・委託業務】 問４．従業者数を教えてください。   □１～４人   □５～９人   □１０～１９人   □２０～４９人   □５０人以上  【建設工事・委託業務】 問５．問４の従業者数のうち、建設工事の場合は経営事項審査の技術職員名簿に記載のある技術者の人数を、委託業務の場合は国家資格等の資格保有者の人数を教えてください。   □１～４人   □５～９人   □１０～１４人   □１５～１９人   □２０人以上  【建設工事・委託業務】 問６．問４の従業者数のうち、建設工事の場合は経営事項審査の技術職員名簿に記載のない技術者及び現場作業に従事する従業者を、委託業務の場合は資格未保有で作業に従事する従業者の人数を教えてください。   □１～４人   □５～９人   □１０～１４人   □１５～１９人   □２０人以上 
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【建設工事】 問７．自社で保有する建設機械を全て教えてください。（複数選択可） □ バックホウ         □ ダンプトラック □ ブルドーザー        □ トラクターショベル □ アスファルトフィニッシャー □ ロードローラー □ タイヤローラー       □ 削孔機、ボーリングマシン       □ モルタル吹付機、モルタルコンクリート吹付機  【建設工事】 問８．現時点で１年以上の長期リース契約がある建設機械の保有状況を全て教えてください。（複数選択可） □ バックホウ         □ ダンプトラック □ ブルドーザー        □ トラクターショベル □ アスファルトフィニッシャー □ ロードローラー □ タイヤローラー       □ 削孔機、ボーリングマシン □ モルタル吹付機、モルタルコンクリート吹付機  【建設工事・委託業務】 問９．過去５年間の受注実績における、受注金額の合計が多い発注者上位２つを教えてください（２つまで選択可）。  □国  □奈良県  □奈良県以外の都道府県  □奈良県内の市町村  □民間  □なし  □その他（           ）   【建設工事・委託業務】 問１０．貴社は奈良県が実施する入札のうち、どの方式（一般競争入札・指名競争入札ともに）に参加されましたか。  □価格競争入札方式  □総合評価落札方式  □両方（価格競争入札方式・総合評価落札方式）  □参加していない  
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総合評価落札方式 左記以外予定価格 事前公表 事前公表 事前公表最低制限価格 事前公表 事前公表 事前公表低入札価格調査基準価格 事後公表 事前公表 事前公表現行制度 建設工事 建設工事関連委託

【建設工事・委託業務】 問１１．貴社における積算能力（見積もりの正確さ・迅速さ）について、現在の状況を自己評価してください（複数選択可）。  □積算能力に問題はなく、不安はほとんどない。   □積算能力は備えているが、一部に不安や課題がある。   □積算能力に不安があり、積算精度や判断に課題や負担を感じている。   □時間・人員の確保が難しく、積算体制の強化が必要だと感じている。   □その他（                       ）  ２．２．２．２． 令和６年度に、総合評価落札方式を適用する令和６年度に、総合評価落札方式を適用する令和６年度に、総合評価落札方式を適用する令和６年度に、総合評価落札方式を適用する建設建設建設建設工事工事工事工事の入札の入札の入札の入札について「低入札価格について「低入札価格について「低入札価格について「低入札価格調査基準価格」を事後公表に変更したこと調査基準価格」を事後公表に変更したこと調査基準価格」を事後公表に変更したこと調査基準価格」を事後公表に変更したこと（以下の表の着色部分）（以下の表の着色部分）（以下の表の着色部分）（以下の表の着色部分）等等等等について伺いについて伺いについて伺いについて伺います。ます。ます。ます。          【建設工事①～③】 問１２．総合評価落札方式を適用する建設工事について、低入札価格調査基準価格を事後公表に変更したことについて、どのような効果や影響があったと感じますか（複数選択可）。 □入札価格が自主的に決定でき、競争が促進された。   □積算能力の向上につながった。   □入札手続きの透明性が向上した。   □技術提案や品質重視の評価が進んだ。   □発注者の違算（積算誤り）による入札中止等が増えた。   □入札価格のばらつきが大きくなり、価格の安定性に影響している。  □事後公表になったことで積算の精度がより求められるが、十分な時間や人員を確保できず不安を感じている。   □積算の精度が求められるため、入札書作成までの時間が不足している。 □その他（               ）     
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総合評価落札方式 左記以外予定価格 事前公表 事前公表 事前公表最低制限価格 事前公表 事前公表 事前公表低入札価格調査基準価格 事後公表 事前公表 事前公表
建設工事 建設工事関連委託現行制度

【建設工事①～③】 問１３．問１２の総合評価落札方式における低入札価格調査基準価格を事後公表としたことについて、どのように感じていますか。 □非常に効果があった。 □ある程度効果があった。   □効果は感じない。   □問題が増えた。   □その他（               ）     ３３３３．．．．建設工事（総合評価落札方式以外）・委託業務の入札における建設工事（総合評価落札方式以外）・委託業務の入札における建設工事（総合評価落札方式以外）・委託業務の入札における建設工事（総合評価落札方式以外）・委託業務の入札における「低入札価格調査基準「低入札価格調査基準「低入札価格調査基準「低入札価格調査基準価格価格価格価格又又又又は最低制限価格」は最低制限価格」は最低制限価格」は最低制限価格」の公表時期（以下の表の着色部分）について検討しています。の公表時期（以下の表の着色部分）について検討しています。の公表時期（以下の表の着色部分）について検討しています。の公表時期（以下の表の着色部分）について検討しています。貴社の考えをお聴かせください。貴社の考えをお聴かせください。貴社の考えをお聴かせください。貴社の考えをお聴かせください。         【建設工事・委託業務】 問１４．「低入札価格調査基準価格又は最低制限価格」の事後公表について、どのように思われますか。   □非常に賛成  □どちらかと言えば賛成  □どちらとも言えない。  □あまり賛成できない。  □全く賛成できない。  【建設工事・委託業務】 問１５.問１４で「非常に賛成」又は「どちらかと言えば賛成」とされた理由をお答えください（複数選択可）。  □自主的な価格設定がしやすくなる。  □競争が活発になり、技術や品質で差別化を図る余地が増える。  □利益を確保しやすく、安定した経営計画が立てやすくなる。  □入札価格の幅が広がる。   □入札価格の適正化が進むことで、業界全体の健全な競争環境づくりに貢献でき    る。  
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総合評価落札方式 左記以外予定価格 事前公表 事前公表 事前公表最低制限価格 事前公表 事前公表 事前公表低入札価格調査基準価格 事後公表 事前公表 事前公表現行制度 建設工事 建設工事関連委託

【建設工事・委託業務】 問１６．問１４で「あまり賛成できない。」又は「全く賛成できない。」とされた理由お答えください（複数選択可）。   □違算や入札中止が増える懸念がある。   □価格予見性の低下による入札の不調不落の懸念がある。   □企業の経営規模や経験によっては対応が難しくなる恐れがある。   □見積もり負担やリスクが増加し、業務負担が重くなる。   □その他（               ）  【建設工事・委託業務】 問１７．「低入札価格調査基準価格又は最低制限価格」が事後公表の場合、積算作業や価格設定に関する業務負担はどう変化すると考えられますか。   □特に大きな変化はないと思う。  □現在より多少負担が増えると思う。   □精度や判断力がより求められ、かなり負担が増えると思う。  □時間や人員の確保がさらに難しくなり、業務への影響が大きくなると思う。  □その他（                       ）  【建設工事・委託業務】 問１８．「低入札価格調査基準価格又は最低制限価格」が事後公表の場合、要件として重視することは何ですか（複数選択可）。  □県の積算の正確性  □自社の積算能力の向上   □公正な競争環境の維持・強化   □その他（               ）     ４４４４．．．．建設工事及び委託業務の入札における建設工事及び委託業務の入札における建設工事及び委託業務の入札における建設工事及び委託業務の入札における「予定価格」「予定価格」「予定価格」「予定価格」の公表時期（以下の表の着色部の公表時期（以下の表の着色部の公表時期（以下の表の着色部の公表時期（以下の表の着色部分）について検討しています。分）について検討しています。分）について検討しています。分）について検討しています。貴社の考えをお聴かせください。貴社の考えをお聴かせください。貴社の考えをお聴かせください。貴社の考えをお聴かせください。            
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【建設工事・委託業務】 問１９．「予定価格」の事後公表についてどのように思われますか。  □非常に賛成  □どちらかと言えば賛成  □どちらとも言えない。   □全く賛成できない。  【建設工事・委託業務】 問２０．問１９で「非常に賛成」又は「どちらかと言えば賛成」とした理由をお答えください（複数選択可）。  □事前に予定価格が知らされないため、自主的な価格設定がしやすくなる。  □競争が活発になり、技術や品質で差別化を図る余地が増える。  □利益を確保しやすく、安定した経営計画が立てやすくなる。  □入札価格の幅が広がる。  □入札価格の適正化が進むことで、業界全体の健全な競争環境づくりに貢献できる。  【建設工事・委託業務】 問２１．問１９で「あまり賛成できない。」又は「全く賛成できない。」とした理由をお答えください（複数選択可）。   □違算や入札中止が増える懸念がある。  □価格予見性の低下による入札の不調不落の懸念がある。   □企業の経営規模や経験によっては対応が難しくなる恐れがある。  □慎重な積算作業が求められることから見積もり負担や契約後に違算が発覚すると契約の有効性が問われるリスクが増加し、業務負担が重くなる。 □発注者に対する探り行為や不当な働きかけの発生など、適正な競争環境が損なわれる懸念がある。   □その他（               ）  【建設工事・委託業務】 問２２．予定価格が「事後公表」の場合、積算作業や価格設定に関する業務負担はどう変化すると考えられますか。   □特に大きな変化はないと思う。  □現在より多少負担が増えると思う。  □精度や判断力がより求められ、かなり負担が増えると思う。   □時間や人員の確保がさらに難しくなり、業務への影響が大きくなると思う。 
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  □その他（                       ）  【建設工事・委託業務】 問２３．「予定価格」の事後公表の場合、要件として重視することは何ですか。   □県の積算の正確性  □自社の積算能力の向上   □公正な競争環境の維持・強化   □その他（               ）  【建設工事①】 問２４．入札締切後に発注者が再積算する措置についてどのように思われますか。   □非常に効果的だと思う。  □ある程度効果があると思う。  □効果はあまり感じない。  □問題があると思う。   □その他（               ）  【建設工事①】 問２５．問２４で「非常に効果的だと思う。」又は「ある程度効果があると思う。」と回答された理由をお答えください（複数回答可）。   □入札手続きの透明性が確保される。  □さぐり行為等の不当行為の抑制につながる。   □落札価格が実勢価格に近づく。   □その他（               ）  【建設工事①】 問２６．問２４で「効果はあまり感じない。」又は「問題があると思う。」と回答された理由をお答えください（複数回答可）。   □再積算誤りによる入札中止が増加していると感じる。  □発注者の対応に不透明感があり、業者側の信頼が低下している。   □その他（               ）  【建設工事・委託業務】 問２７．予定価格・低入札価格調査基準価格・最低制限価格の公表時期について、どのように考えますか。   □全ての建設工事・委託業務について、一括して事後公表へ移行すべき。 
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□全ての建設工事・委託業務について、事業者の負担を考慮し、段階的に事後公表へ移行すべき。   □聞き出し行為や情報漏洩など、不正行為の防止策を強化後、事後公表へ移行すべき。   □その他（               ）   ５．建設工事の総合評価落札方式に関して伺います。５．建設工事の総合評価落札方式に関して伺います。５．建設工事の総合評価落札方式に関して伺います。５．建設工事の総合評価落札方式に関して伺います。((((技術的内容技術的内容技術的内容技術的内容))))    令和６年６月の入札契約制度改革に伴い、技術提案を求める評価型（技術提案評価型）は、受注者・発注者双方の負担が大きく、契約手続きに要する期間が長いなどの課題がありました。そのため、より高い品質を求める工事等に絞って技術提案評価型を実施し、その他は技術提案を求めない評価型（企業・技術者評価型）に移行したことに伴う、総合評価落札方式への入札参加の負担感について伺います。  【建設工事①～③】 問２８．企業・技術者評価型の工事が増加し、技術提案評価型の工事が減少した結果、入札参加時の技術提案書の作成や、契約後の提案履行にかかる時間や労力、費用の負担はどのように変化しましたか。 □ 軽減した □ 少し軽減した □ 変わらない □ 少し増加した □ 増加した  【建設工事①～③】 問２９．問２８で「軽減した」又は「少し軽減した」とした理由をお答えください。（複数選択可） □ 技術提案書の作成時間が減った □ 技術提案書を作成する労力が減った □ 技術提案の検討費用を削減できる □ 過去の実績や技術者情報など既存資料を用いて技術提案書を作成できる □ 技術提案の履行に要する費用を削減できる □ その他（           ）    
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【建設工事①～③】 問３０．問２８で「少し増加した」又は「増加した」とした理由をお答えください。（複数選択可） □ 企業実績や技術者情報を常に最新の状態に更新・管理する手間が増えた □ ISO 認証取得等の企業の取組にかかる経費が増加した □ より高い工事成績評定点や表彰等を得るために、工事の品質を向上させる労力が増加した □ 制度を理解するための負担が増えた □ その他（           ） 【建設工事①～③】 問３１．企業の実績や技術者の能力を評価する企業・技術者評価型は、企業の総合的な技術力を適切に評価できていると思いますか。 □ 適切に評価できている □ ある程度適切に評価できている □ どちらともいえない □ あまり適切に評価できていない □ 全く適切に評価できていない  【建設工事①～③】 問３２．問３１で「適切に評価できている」又は「ある程度適切に評価できている」とした理由をお答えください。（複数選択可） □ 工事成績評定点等の過去の工事実績が評価されるため □ 技術者の工事経験が評価されるため □ ISOの認証取得等の企業の取組が評価されるため □ 評価基準が明確で客観的に評価されるため □ その他（           ）  【建設工事①～③】 問３３.問３１で「あまり適切に評価できていない」又は「全く適切に評価できていない」とした理由をお答えください。（複数選択可） □ 新技術の活用や企業の持つ施工上の知見が評価されにくいため □ 元請工事実績の少ない企業には不利であるため □ 技術力とは思わない評価項目が含まれているため □ 企業間の差がつきにくいため □ その他（           ）  
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【建設工事①～③】 問３４．企業・技術者評価型への移行は、貴社が入札に参加する意欲にどのような影響を与えましたか。 □ 入札参加の意欲が上昇した □ 入札参加の意欲が少し上昇した □ 変わらない □ 入札参加の意欲が少し低下した □ 入札参加の意欲が低下した  【建設工事①～③】 問３５．落札者決定基準のうち、企業の「工事成績評定点」の評価対象期間について、適当と考える期間はどれですか。 □ 過去１年 □ 過去２年 □ 過去３年 □ 過去４年 □ 過去５年（現状） □ その他（   ）  問３６．問３５で「適当と考える期間」を選んだ理由を教えてください。（複数回答可）   □ 長期間にわたる評価により、企業の安定した技術力や品質確保への継続的取組が適切に反映されると思うから □ 評価対象期間が短いと、受注実績がなく「工事成績評定点」が評価されない企業が増えるから □ 評価対象期間が長い方が、一時的な好成績や偶発的な失敗に左右されにくいと思うから □ 評価対象期間が短い方が、最近の取組や改善努力をより反映できると思うから □ 特に意見はない □ その他（       ）  【建設工事①～③】 問３７.落札者決定基準のうち、企業の「表彰」の評価対象期間について、適当と考える期間はどれですか。 □ 過去１年 □ 過去２年 □ 過去３年 
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□ 過去４年（現状） □ 過去５年 □ その他（   ）  問３８．問３７で「適当と考える期間」を選んだ理由を教えてください。（複数回答可） □ 企業の継続的努力の結果であり、一定期間は評価するのが妥当と思うから □ 評価対象期間が長い方が、品質確保に積極的に取組む動機になるから □ 評価対象期間が短い方が、最近の取組や成果をより反映できると思うから □ 表彰は個別の工事に対する評価であり、長期間の加点は過大と思うから □ 特に意見はない □ その他（             ）  【建設工事①】 問３９. 企業チャレンジ評価型は、総合評価落札方式において必要な評価型式と思いま すか。※企業チャレンジ評価型とは、新規参入企業や施工実績のない企業等の受注機 会を確保することを目的とした評価型式で、「工事成績評定点」、「表彰」及び「配置予 定技術者の実績」を評価の対象としない評価型式です。 □ 必要である □ どちらかといえば必要である □ どちらともいえない □ あまり必要ではない □ 不要である  【建設工事①】 問４０.企業チャレンジ評価型に関して、貴社の率直な考えをお聞かせください。（複数選択可） □ 多くの企業が受注機会を得ることで、建設業界全体の活性化につながる □ 新たな企業や技術者が施工実績を積む機会として必要である □ 特定の企業に受注が偏る可能性が抑えられる □ 新規参入企業や元請工事実績の少ない企業の受注機会拡大につながっていない □ 元請工事実績の少ない企業でも受注できるため、品質が十分に確保されない懸念がある □ 企業の継続的な努力が評価されず好ましくない □ 企業チャレンジ評価型がどういう仕組みか、よくわからない □ 特に意見はない □ その他（             ） 
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【建設工事①】 問４１. 若手・女性チャレンジ評価型（課題チャレンジ評価型の１つ）は、総合評価落札方式において必要な評価型式と思いますか。 ※課題チャレンジ評価型は、建設業の担い手の中長期的な確保等、建設業界の抱える課題解決に向けた取組の促進を目的とした評価型式で、若手・女性チャレンジ評価型、地域防災力強化型、デジタル技術活用型、施工者希望Ⅰ型を実施しています。 ※若手・女性チャレンジ評価型：若手や女性の雇用・育成を促進するため、若手（満４０歳以下である者）や女性の配置を評価。 □ 必要である □ どちらかといえば必要である □ どちらともいえない □ あまり必要ではない □ 不要である  【建設工事①】 問４２．若手・女性チャレンジ評価型に関して、貴社の率直な考えをお聞かせください。（複数選択可） □ 人材確保や育成に取り組む動機づけになる □ 建設業界の若手の担い手確保や活躍促進のために必要である □ 建設業界の女性の担い手確保や活躍促進のために必要である □ 建設業界のイメージアップ向上や多様性推進に有効である □ 若手・女性技術者を新たに雇用する動機にはならない □ やむを得ず配置技術者を交代する場合でも同等以上が求められるなど制約が大き    い □ 若手・女性チャレンジ評価型がどういう仕組みか、よくわからない □ 特に意見はない □ その他（             ）  【建設工事①】 問４３.貴社には女性技術者が在籍していますか。 □ ３人以上 □ ２人 □ １人 □ ０人   
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【建設工事①】 問４４．貴社には若手技術者（満４０歳以下の者）が在籍していますか。 □ ３人以上 □ ２人 □ １人 □ ０人  【建設工事①】 問４５．地域防災力強化型は、総合評価落札方式において必要な評価型式と思いますか。 ※地域防災力強化型：災害時に迅速に対応可能な地域の守り手を確保するため、「建設機械の保有台数」と「県内企業の活用」を評価。 □ 必要である □ どちらかといえば必要である □ どちらともいえない □ あまり必要ではない □ 不要である  【建設工事①】 問４６．地域防災力強化型に関して、貴社の率直な考えをお聞かせください。（複数選択可） □ 自社施工範囲を拡大する動機づけになる □ 県内企業とのつながりを確保する動機づけになる □ 建設機械の保有に取り組む動機づけになる □ 災害時、速やかに対応できる企業の育成・確保に有効である □ 自社施工能力の向上にはつながりにくい □ 県内企業との新たな協力体制の構築は難しい □ 建設機械の保有は、企業の負担が大きい □ 地域防災力強化型がどういう仕組みか、よくわからない □ 特に意見はない  □ その他（             ）      
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【建設工事①】 問４７．デジタル技術活用型は、総合評価落札方式において必要な評価型式と思いますか。 ※デジタル技術活用型：生産性向上を促進するため、「自動追尾型トータルステーション」、「電子小黒板」、「ドローン（無人航空機・模型航空機）」、「情報共有システム（ASP）」、「遠隔臨場」の５項目の「デジタル技術」の活用を評価。 □ 必要である □ どちらかといえば必要である □ どちらともいえない □ あまり必要ではない □ 不要である  【建設工事①】 問４８．デジタル技術活用型に関して、貴社の率直な考えをお聞かせください。（複数選択可） □ 建設業界へのデジタル技術の普及・活用に有効である □ 生産性向上や業務効率化の取組みを進める動機づけになる □ 当該工事の品質や安全性の向上につながる □ 建設業界のイメージアップや技術力向上に有効である □ 評価対象のデジタル技術は既に一般化し、さらなる生産性向上や効率化になっていない □ 工事規模が比較的小さいため、デジタル技術を活用しても生産性向上の効果が薄    い □ デジタル技術の導入コストの負担が大きい □ デジタル技術に適応する人材の確保が難しい □ デジタル技術活用型がどういう仕組みか、よくわからない □ 特に意見はない □ その他（             ）  【建設工事①】 問４９．活用したことがあるデジタル技術を全て教えてください。（複数選択可） □ 自動追尾型トータルステーション □ 電子小黒板 □ ドローン（無人航空機・模型航空機） □ 情報共有システム（ASP） □ 遠隔臨場 
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【建設工事①】 問５０．遠隔臨場は働き方改革に有効な手段だと思いますか。 □ 有効である □ どちらかといえば有効である □ どちらともいえない □ あまり有効ではない □ 有効ではない  【建設工事①】 問５１．遠隔臨場の実施にあたり、課題と感じる点があれば教えてください。（複数選択可） □ 発注者との協議に手間がかかる □ 機材の準備・片付けに手間がかかる □ 現場の状況を十分に伝えられない □ 通信環境（電波状況）が不安定な現場が多い □ 機材のリース費用が高い □ その他（             ）  【建設工事①】 問５２．施工者希望Ⅰ型は、総合評価落札方式において必要な評価型式と思いますか。 ※施工者希望Ⅰ型：「i-Construction」の推進のため、「３次元起工測量」、「３次元設計データ作成」、「ICT建設機械による施工」、「３次元出来形管理等の施工管理」、「３次元データの納品」の５項目の「ICT技術」の活用を評価。 □ 必要である □ どちらかといえば必要である □ どちらともいえない □ あまり必要ではない □ 不要である  【建設工事①】 問５３．施工者希望Ⅰ型に関して、貴社の率直な考えをお聞かせください。（複数選択可） □ ICT施工の導入・活用を進める動機づけになる □ 当該工事の生産性向上に有効である □ 当該工事の品質や安全性の向上につながる □ 建設業界全体のイメージアップや技術力向上に有効である 
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□ 評価対象の技術は既に一般化し、さらなる生産性向上にはなっていない □３次元測量データや設計データ作成の負担が大きい □ 工事規模が比較的小さいため、ICT施工を導入しても生産性向上の効果が薄い □ ICT技術の導入コストの負担が大きい □ ICT技術に適応する人材の確保が難しい □ 施工者希望Ⅰ型がどういう仕組みか、よくわからない □ 特に意見はない □ その他（             ）  【建設工事①】 問５４．活用したことがある ICT技術を全て教えてください。（複数選択可） □ ３次元起工測量 □ ３次元設計データ作成 □ ICT建設機械による施工 □ ３次元出来形管理等の施工管理 □ ３次元データの納品   ６．その他、ご意見があればご記入ください。６．その他、ご意見があればご記入ください。６．その他、ご意見があればご記入ください。６．その他、ご意見があればご記入ください。                                                      アンケートは以上です。ご回答ありがとうございました。 


